
｢知って得する？｣ 社労士の独り言
第 59回 神奈川県社会保険労務士会藤沢支部

特定社会保険労務士　石川　貢

健康保険証の新規発行終了後の社会保険手続きと対応の概要について

令和 6 年 12 月 2 日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカー
ド（以下「マイナ保険証」という。）で医療機関等を受診する仕組みに移行しました。今回は、健康保険
証の新規発行終了後の社会保険手続き及び出てくる用語の解説を、「協会けんぽに限って」概要を説明し
ていきます。

令和 6 年 12 月 2 日以降に社会保険を新規取得される方の年金事務所での手続きは、「資格確認書発行
要否」欄が新設された新様式の「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」及び「健康保険 被保険者（異動）届」に、
該当従業員等に「マイナ保険証」所持の有無を確認いただき、「マイナ保険証」を所持していない場合は、資格確認書の発行
に必要な「資格確認書発行要否」欄の「□ 発行が必要」に✓を入れて申請します。発行された資格確認書は従来通り事業主
に郵送されます。申請時に「資格確認書発行要否」欄の「□ 発行が必要」に✓がない場合は、すぐに資格確認書が発行され
ない場合があるとのことです。

マイナンバーカードを持っていない等の理由により、マイナ保険証を利用することができない方は、協会けんぽが発行す
る「資格確認書」で医療機関を受診することになります。ただし、令和 6 年 11 月末までに発行されている「健康保険証」は、
令和 7 年 12 月 1 日（令和 7 年 12 月 1 日前に退職している場合は退職した日）まで使用することが可能です。

【資格確認書】とは　…　従来の保険証の代わりとなるもの。
マイナンバーカードを持っていない、又はマイナンバーカードに保険証利用登録をしていない方は、協会けんぽから交付

される「資格確認書」を提示すれば、マイナ保険証のメリットはありませんが、これまで通りの保険診療を受けることがで
きます。

①新規加入で資格取得届（扶養異動届を含む）の「□ 発行要否欄」に✓をした場合
②「資格確認書交付申請書」の提出があった場合（事業所経由で協会けんぽに提出）　
③マイナ保険証を保有していない者等への協会けんぽの職権発行（本人の申請によらず「協会けんぽ」が必要と認めた者

に資格確認書を交付します。令和 7 年 9 月頃を予定。）
「協会けんぽが発行する資格確認書の概要」

＊材質・サイズ・形状は従来の健康保険証と同じ（プラスティック製のカード型）
＊有効期間は最長５年（更新が可能予定）

【資格情報のお知らせ】とは　…　令和６年９月頃に加入者に発送されています。
加入者ご自身の健康保険の資格情報を記載した書面です。令和 6 年 12 月 2 日から医療機関等の受診で必要となる場合が

ありますので、点線で切り取ってマイナンバーカードと併せて大切に保管してください。

＜「資格情報のお知らせ」を使用した令和 6 年 12 月 2 日以降の受診方法＞

オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等で、「資格情報のお知らせ」を「マイナ保険証」とともに提示
すれば受診することができます。

【マイナ保険証】（「マイナンバーカードの健康保険証」の略称です。）とは
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録したものです。
＜マイナンバーカードで受診するメリット＞
＊安心 ･･･ よりよい医療が受けられる
▪特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなります ※
▪薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少 ※
▪旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます
 　　　　 ※本人が同意した場合のみ
＊便利 ･･･ 各種手続きも便利・簡単に
▪マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単に
▪医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます
▪就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要に（ただし、当該被保険者の資格喪失及び加入手続き後に、それぞれの

保険者によるマイナンバーへの登録が必要）
▪高齢受給者証の持参の必要もなくなります

１．「システム障害・通信障害・機器障害・データ不備等により保険資格確認が出来ない場合の取扱」及び「電子証明書の有
効期限切れの取扱」について
マイナ保険証での資格確認ができないとで、健康保険証又は資格確認書を所持の場合は受付で提示することで、健康保険

証を所持していない場合は受付で「被保険者資格申立書」を記入することにより、通常通り受診で出来るとされています。
２．マイナ保険証の利用登録解除を希望される方の手続きについて

　マイナ保険証として利用登録している方で利用登録解除を希望される方は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登
録の解除申請書」を、登録解除希望者が加入している協会けんぽ都道府県支部に提出して手続きします。この際、「資格
確認書交付申請書」の提出を併せて行う必要があります。
①マイナ保険証の利用登録解除の申請がされてから利用登録解除まで２か月以上の期間を要する場合があります。
②利用登録解除後に医療機関等を受診される場合は、健康保険証又は資格確認書が必要です。

出典：　厚生労働省ホームページ、　協会けんぽのホームページ
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茅ヶ崎で思いやりある介護を提供「湘南ひまわり」さんvol.055

おじゃましましたおじゃましました 会員訪問

様々な介護のニーズに応え「ひまわりのような笑顔を咲かせたい♪」

「見学やお試し
利用も受け付け
ていますので、
お電話でご予約
ください」
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茅ヶ崎市今宿 1040-2　
TEL  0467-57-2006　FAX  0467-58-7881
 HP  https://shonan-himawari.com/

●小規模多機能型居宅介護「ひまわりの家」
茅ヶ崎市今宿 1050-1　
TEL  0467-59-1001　FAX  0467-59-1156

有限会社「湘南ひまわり」

取材・掲載ご希望の方は事務局まで御連絡ください。 　取材・文 ／ 渡辺里佳　　協力 ／ 株式会社 湘南社　https://shonansya.com/

　2000年の介護保険制度開始と同時に茅ヶ崎市今宿でス
タートした「㈲湘南ひまわり」。居宅介護支援(ケアマネジャー)と
訪問介護(ヘルパー派遣)の２事業で開始し、2006年、萩園で、
茅ヶ崎市第一号の小規模多機能型居宅介護「ひまわりの家」を
開所しました。「生活してきた地域、住み慣れた家で最後まで過
ごしたい、という利用者様の気持ちを大切にしながら運営にあ
たっています」。そう話すのは、総務兼介護福祉士の大椙まさみ
さん。「代表の吉田恵子が、以前、宅配の仕事をしていた時に、
高齢者が悩みや困りごとを一人で抱えていたことを知り、介護
事業の必要性を感じたのが創設のきっかけです」
　2016年に萩園から現在の今宿に移転した際には、一日の大
半を過ごす明るく広々としたデイルームや隣接したウッドデッ
キ、散歩ができる自然いっぱいの庭を取り入れ、居心地と動線
の良さを実現しました。
　小規模多機能型居宅介護の特色として、「通い(デイサービ
ス)」「泊まり(ショートステイ)」「訪問介護」の3つの機能と、ケア
マネジャーが同施設で担当できることが挙げられます。
　定員29名の登録制で、通いは18名、泊りは9名の定員で、
茅ヶ崎市内在住の要介護１～５の方が利用できます。利用者３名
に対して、介護スタッフ１名の人員配置なので、一人一人に目が
行き届く手厚い介護が可能であり、「通い」は、利用者に合わせ
て、短縮や延長にも臨機応変に対応し、必要に応じてそのまま
泊まることもできるので、本人や家族にとっても心強く安心で
きます。
　「今後は、気軽に相談できるサロンのような場所を提供して
いきたいと考えています。私たちの知識や情報をお届けしてま
いりますので、いつでもお気軽にお立ち寄りください」
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介護のちょっとした
お悩みもお気軽にどうぞ。
一緒に働いてくださる方も

募集中です！
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藤沢法人会は
e-Taxを推進しています！


